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第Ⅱ部　地域の歴史と文化遺産の調査（京都府外）

イギリス国立公文書館における
近代中国関連史料の調査

荻　恵里子　

はじめに

筆者は 2015 年 4 月から 2017 年 3 月までの二年間に渡り、サントリー文化財団の「若手

研究者による社会と文化に関する個人研究助成」（鳥井フェロー）の助成を受けて海外での史

料調査をおこなってきた。その中でも、イギリスのロンドン郊外、キュー（Kew）にある国立

公文書館（The National Archives：以下 TNA と省略）に最も長く滞在して調査をおこなって

おり、本稿脱稿現在もちょうど滞在中である。

TNA は世界的に見て大変利用しやすい史料館である。しかしながら、所蔵されている史料

は膨大であり、なおかつ利用初心者にはその分類が非常にわかりにくい。目録に関しては日本

でも様々なものを見ることができ 1）、TNAのホームページ 2）からもデジタルカタログを検索でき

るので、史料の概略や割り振られている番号等の大まかな目安はつくものの、現地で史料を出納しても

らって初めてその有用性に気づく史料も多々ある。そこでこの場を借りて、中国近代政治外交史を専門

とする筆者が閲覧している史料に関して現地点で判明していることを中間報告の形で紹介し、

これから TNA を利用する読者および同輩や近接分野の研究者への便宜を図りたいと思う。「近

代中国関連史料」とは言っても、特に総理衙門や北洋大臣に関わる史料を閲覧している関係上、

紹介する史料が偏ってしまうことにはご容赦いただきたい。

TNA における史料閲覧までの流れ

具体的な史料紹介に入る前に、TNA のシステム紹介も兼ね、これから初めて TNA を訪れる

読者に向けて、史料閲覧までの流れを一通り紹介しておこう 3）。なお、開館時間や持ち込み可

能なものなどの詳細はホームページから確認できるので、最新の情報を随時確認してほしい。

まず、入り口（写真 1）を入って左側に進むと本屋・食堂・カフェ・展示スペースがあり、

その奥に階段とロッカールームがあるので、ロッカーにコートや荷物を預ける。ロッカール

ームには使い捨ての透明なビニール袋が置いてあり、自由に使えるようになっている。それ

を利用して、カメラ（閲覧室では史料を自由に撮影できる）・パソコン（A4 サイズまでなら

持ち込み可能、館内では TNA 提供の無料 Wi-Fi も利用できる）・ノート・鉛筆（消しゴム付き

のものやボールペンは不可）など必要なものを持ってから階段を上がる。初めて訪れる場合は

三階（Second Floor）に上がってすぐ左側の部屋（Reader Registration）で閲覧証（Reader’s 

Ticket）を作成する必要がある。パスポートと英語で現住所を証明するもの 4）を提示し、パソ

コンのフォーマットに必要事項を打ち込めば、すぐにカードが発行され（三年間有効）、史料

の扱い方などについて一通り説明を受ける。カードの裏面にはバーコードがあり、史料請求な
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ど館内パソコンでログインをおこなう場合やセキュリティチェックを受けて閲覧室に入室する

際 5） には、機械にカードをスライドさせてこのバーコードを読み取らせる。

カードを手に入れたら、館内のパソコンからアクセスできる TNA のホームページ “Reading 

rooms” 画面の “Order Documents” をクリック、カードでログインをおこなってから出される

質問に答えていき、閲覧室に自分専用の閲覧席を取る。席が決まったら史料を請求できるので、

随時 “Order Documents” からログインして史料番号を入力する。TNA に所蔵されている文書

には通称があり、外務省関係文書（Foreign Office）は “FO” である。請求時にはこのような「通

称＋番号」（例：FO682/2193）を入力することになる。一度に請求できる史料は 3 点までで

随時出納でき、請求した史料が出納されれば新たに別の史料を請求可能になる。なお、翌日も

同じ史料を見たい場合は席ごとそのまま持ち越すことができるので、退館前に備え付けパソコ

ン “Reading rooms” 画面の “Reserve your items for another day” から翌日或いは一週間以内の

次回来館日を指定（予約）する。

閲覧室は二階（document reading room、写真 2）と三階（map & large document reading 

room）の二カ所があり、冊子状の史料のほとんどは主に二階に出納され、地図などサイズの

大きい史料が三階に出納される。二階に出納される場合は席番号の入ったロッカー状の専用ボ

ックスに届くので、自分の席に持って行き閲覧し 6）、返却する際は専用のカウンターに持って

行く 7）。三階の場合は、入室してから左側に進んでいくと一番奥に “document collection” と

いうカウンターがあり、スタッフに席番号を告げると受け取れるので、様々なタイプの席から

空いている席を選んで閲覧し、出納時のカウンター左横の台 “document returns” に返却する

かカウンタースタッフに渡す。閲覧時は、各自で持ち込んだカメラで史料の撮影が可能なこと

から写真を撮る人が多い。もちろんノートに写したり、読解に腰を据える人もおり、他の人が

どのような史料を扱っているのか、どのように作業しているのかをこっそりと観察してみるの

もおもしろい。

総じて、システマティックなために慣れないとわかりづらい点もあるものの、慣れてしまえ

ば利用しやすい仕組みになっていると言えよう。

総理衙門関係史料について

ところで、筆者は FO6828）という史料を中心に、関連史料も合わせて閲覧している。TNA

の一部の史料はインターネット上で画像を閲覧することもできるが、FO682 に関しては現物

を出納するしか閲覧するすべはない。この史料群は駐中国（清）公使・領事と中国側（総理

衙門以前・以後のものもあり、英語では一括して Chinese Secretary’s Office 或いは Chinese 

Authorities としている）がやりとりした雑多な漢文文書が集められたもので、全体として大

部な上にかなり複雑な構成になっている。基本的には、漢文で書かれた照会 9）や書簡、その

付属物からなる史料群であり、別の番号の史料群にその英文翻訳や写しが集められている。管

見の限り、現在の中国・台湾では見ることのできない貴重な史料である。

オンラインカタログと TNA 館内備え付けの目録 10）を見ると、この史料群は、元イギリ

ス駐中国領事官員だった P. D. Coates 氏 11）とシドニー大学の J. Y. Wong 氏 12）が整理したも

ので、五つのセクションに分けられていることがわかる。Section 1（FO 682/1/32 ～ FO 
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682/1971/73）のリストは Coates 氏が整理したもので、一点ごとの量は少なく、日付がは

っきりしないなど、断片的な史料がナンバリングされている。Section 2（FO 682/1972 ～

FO 682/1993）は 1839 ～ 1861 年の文書で、Wong 氏が整理したものである。Section 3

（FO 682/1994 ～ FO 682/2458）は 1861 ～ 1939 年までの大量の文書からなり、Coates

氏がイギリス学士院の the Oriental Documents Committee の援助を得て整理したものだと

いう。Section 4（FO 682/2459 ～ FO 682/2463）は、中英貿易がまだ大きく制限されてい

た時期である 1834 ～ 1838 年における、両広総督をはじめとする地方官や商人などの貿易

取引に関する文書群で、これも Coates 氏が整理している。Section 5（FO 682/2464 ～ FO 

682/2468）は 1990 年に新たに加えられたもので、1865 年および 1867 年の史料（照会）

数点である。筆者にとって問題なのはこのうち総理衙門時期のものなので、Section 2・4 はひ

とまず置いておき、その他の部分を中心に話を進める。

Section 1 については、この部分を備え付けの目録で確認すると FO1080 に番号が置き換え

られているものがあるとわかる。つまり、FO1080 というのは FO682 の一部であり、例えば

何かの事件を調べていて他のセクションのものを確認する場合、FO1080 も適宜確認しておく

必要があることになる 13）。FO1080 については、館内備え付けの目録に FO682 とは別にリス

トがあるので、詳細はそちらで確認できる。実は Section1 には FO1080 同様に FO1048 も含

まれているものの、こちらは 1793 年～ 1834 年をカバーしているようであり、筆者は未確認

であるため、ひとまず置いておく。

FO682 のメインとも言える Section 3 の史料は、大別すると 6 つの種類の文書からなる。

清朝からイギリスに送られた照会（inward notes）・書簡（inward letters）・節略（inward 

memoranda）、イギリスから清朝に送られた照会（outward notes）・書簡（outward letters）・

節略（outward memoranda）である。イギリスから清朝に送られたものも漢文であり、送っ

たものの複製・手控えに相当する。そしてこれらのリストが FO932（中国語版）14）・FO231

（英語版）15）にある。リストと現物は必ずしも一致しない。FO230 には照会（中国語版）の

写しが冊子の状態で残されている 16）ので、誰かが借りているなど何らかの理由により FO682

を確認できない場合はさしあたりこちらを見ておくこともできる。さらに、FO23317）には北

洋大臣の李鴻章とやりとりした文書（英語・中国語）など雑多なものも入っていて、Section 

3 の史料内容や散逸している部分を補うことができる。所収の経緯からして、Section 5 も

Section 3 を補うものであるのはもちろんである。FO682 を補うという意味では、対応して

いる英語翻訳が FO22818）に一部載っており、FO682 にはないものも入っていることがある。

FO682 自体は先行研究では引用されているのをあまり見かけないが、この FO228 の方はよく

引用される史料である。FO682 の利点としては、FO932・FO231 というリストがあり一覧で

きて便利であること、史料がかなりの数あってほとんど揃っているため当時の官僚目線で各種

交渉案件の関連性を考えることができることが挙げられる。また、日常的な会談に赴いた大臣

の名前が文章中に出てくることがあり、書簡を送った大臣名がリストに特記されている場合が

あるというように、総理衙門の動きについて中国側史料よりも細かくわかる。もちろん、個別

史料によっては書きこみや修正が施してあることも見逃せない。こうした情報の種類と量の多

さは、史料をいかに整理するか、研究者の史料操作の手腕が試されるところであろう。
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このように FO682 を中心に据えて網羅的に各種の史料をそろえていき、もしうまく使うこ

とができたならば、総理衙門の日常的な活動がどのようなものであったか、予備交渉の様子が

うかがえるのはもちろん、個々の総理衙門大臣がいかに動いていたのかなど、これまでの研究

では着眼されてこなかった方向から交渉過程を見ることが可能になるのではないだろうか。現

在筆者が史料調査をおこなっているのは、このように考えてのことである。とはいえ、肝心の

史料は内容が細かい上に大部である。現状ではまだ調査不足であるので、上に述べたような史

料のより詳しい対応関係も含め、また改めて詳細を検討したいと思う。

日本でも閲覧可能な史料について

ところで、“FO” には様々なものがあり、日本ではマイクロフィルムの形でみることがで

きるものもある。19 世紀末の中国外交関連では、例えば FO17、FO228、FO233、FO405、

FO67719）などが挙げられる 20）。

最もよく知られているのは FO1721）であろう。イギリス本国の外務大臣と出先の公使との間

でやりとりされた文書について、中国関連のものが集められている。イギリス側の主たる政策

や立場がわかるものであり、FO228 のような公使館・領事館保存記録と合わせ見るべきもの

である。

FO405 はイギリス外務省内で回覧されていた冊子である。こちらは編纂された二次史料で

あり、手書きではないので読みやすい。加えて、議会にまわされたものよりは機密性の高い内

部文書が入っており、なおかつ議会文書も多少は入っているため、当時のイギリス側の動向に

ついて全体像を掴むのにはうってつけである。個人の好みはわかれるだろうが、イギリス外交

を専門としない日本・中国の外交史研究者はまずここから見ていき、必要に応じてその他の関

連史料閲覧へと入っていくことを薦めたい。同様のものに FO881 もあり、一部は FO405 と

同じ内容である。こちらは日本にマイクロフィルム等で所蔵されてはいない。

これらを利用して全体像を掴みながら、その中でいかに FO682 の特色を利用していくか、

という点は筆者の現状での課題である。

おわりに

筆者は滞在中には毎回のように、TNA で同じように史料を閲覧している日本人研究者の方々

にお世話になった。また、現地の研究者に写真の撮り方や検索の仕方などのアドバイスをもら

ったこともあった。TNA を訪れる際は、国籍を問わず積極的に交流・情報交換をおこなうこ

とを勧めたい。新たな史料の発見や研究上のアイディアを思いつく、といったことがあるかも

しれない。大量にある史料から求める情報を引き出すのは容易ではないが、研究の醍醐味でも

ある。史料の撮影が認められていて閲覧環境も整っている TNA は、研究者にとって初心に返

って研究の楽しみを味わうことのできる場所であるので、まだ足を運んだことのない読者は、

機会があればぜひ一度行ってみてほしい。

最後に、私が TNA で長期の調査をおこなうことができたのはサントリー文化財団の支援あ

ってのことである。TNA でお世話になった多くの方々と共に、ここで謝意を捧げて擱筆したい。
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